様式第9号(第5条関係)

景観計画区域内における行為制限の適合通知書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　様
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彦根市長　　　　　　　　印

景観法第16条第[ 1・2 ]項の規定に基づき、　　年　　月　　日付で届出のあった行為については、彦根市景観計画に適合すると認めたので通知します。
なお、景観法第18条第2項の規定に基づき、行為の着手の制限を解除します。　　　　
	1 行為の場所
	彦根市

	2 景観形成地域等の名称
	地区区分
	

	
	名称
	

	3 行為の種類
	

	4 主要用途
	

	5 行為の期間
	着手予定日
	年　　月　　日

	
	完了予定日
	年　　月　　日

	6 備考
	　設計または施行方法の変更が生じた場合は、景観法第16条第2項の規定に基づき、工事着手の30日前までに、行為の変更届出書の提出が必要となります。
 



